
柳井市徘徊・見守りネットワーク 

柳井市の高齢化率は３８％を超え、高齢化の進行に伴い認知症高齢者の増加が見込まれま

す。市では、徘徊により行方不明となった高齢者を重大な事故などに遭う前に、早期に発見・

保護するための取り組みとして、柳井市徘徊・見守ネットワークを立ち上げました。 

このネットワークは、事前に登録いただくことにより、認知症高齢者の方が行方不明にな

った場合に、市から見守り協力機関となる事業者へ発見協力依頼を行い早期発見・保護につ

なげる仕組みです。 

    

 

   登録された高齢者の方が行方不明になった場合、ネットワークに捜索協力を依頼します。 

 

      

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前登録で、すばやい情報提供 

徘徊の心配のある高齢者の方をご家族等の希望により事前に登録しておくことで、柳井警

察署及び柳井市が情報を共有し、徘徊等で行方不明になった場合に、いち早く見守り協力機

関に情報提供し、早期発見・保護することにつながります。 

※行方不明時の捜索依頼は、改めて柳井警察署に捜索願を提出してください。事前登録の申

請が行方不明時の捜索願にはなりませんのでご注意ください。 

登録申請方法 

事前登録申請書に必要事項を記入し、登録者の顔が分かる写真を添付して柳井市高齢者支

援課（柳井市地域包括支援センター）に提出してください。 

＜登録に必要なもの＞  

  ・事前登録申請書（必要事項を記入） 

  ・登録する人の写真（できるだけ新しく、顔がはっきりわかるもの） 

・通知先メールアドレス３件まで（認知症みまもりシールを希望する場合は必要） 

※申請は原則として、登録者のご家族、ご親族または後見人となります。 

登録者の家族 柳井警察署 

柳井市役所 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

危機管理課 

   ↓ 捜索依頼           

 消防団 

 

高齢者支援課 

見守り協力機関 

（協力事業者） 

捜索願 

発見・通報 

協力依頼 

メール配信・ＦＡＸ 

（了解いただいた情

報のみ提供） 
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